
令和元年９月２６日
大分県福祉保健部障害福祉課

福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進事業

令和元年度
福祉・介護職員処遇改善加算取得セミナー

11

資料①



１ 福祉・介護職員処遇改善加算について
２ キャリアパスの構築（みらい社会保険労務士法人）
３ 計画書の記載方法

参考：平成31年3月26日付け障障発0326第2号
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改
善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び
様式例の提示について」

本日の説明項目
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１ 福祉・介護職員処遇改善加算について
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まず始めに・・・

１，４６２，６６０円
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処遇改善加算ができるまで

○きっかけ

・福祉・介護職員の人材不足（離職率）

・他産業との賃金格差etc

• 平成２１年度～ 福祉・介護人材の処遇改善事業

（助成金）

• 平成２４年度～ 福祉・介護職員処遇改善加算へ
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目的

・賃金改善（基本給、手当、賞与等）
※基本給が望ましい。
・労働環境の整備（有給制度etc）

・職場定着
・積極的な自己啓発（研修）

職員の資質向上
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加算の対象にならない職種

• 管理者
• サービス管理責任者
• 児童発達支援管理責任者
• 看護職員
• 事務職員
• 調理員
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※福祉・介護職員処遇改善特別加算は上記職種も対象とできる。
※対象となる職種（直接処遇職員）と兼務している場合は、上記職種も対象とできる。



【参考例：GH】
管理者・世話人 （兼務）の場合

GHで１週間４０時間、月１６０時間として
・管理者・・・８０時間

・世話人・・・８０時間 で兼務している場合
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世話人として直接従事しているため加算の対象となる

※配分については事業所判断となる 



加算の対象にならない事業

• 就労定着支援

• 自立生活援助

• 障害児相談支援

• 計画（特定）相談支援

• 一般相談（地域移行・地域定着）
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10障害福祉課 調べ

処遇改善加算の取得状況（県内）



処遇改善加算の取得状況（全国）
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厚生労働省 平成３０年度障害福祉サービス等従業者処遇状況等調査結果より

キャリアパス区分Ⅰの届出をしない理由



２ キャリアパスの構築

※別途資料を参照して下さい。
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３ 計画書の記載方法
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キャリアパスの構築と処遇改善加算
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月額 ３７，０００円
相当

２７，０００円
相当

１５，０００円
相当

１３，５００円
相当

１２，０００円
相当

算定要件 キャリアパス要件Ⅰ
及び

キャリアパス要件Ⅱ
及び

キャリアパス要件Ⅲ
＋

職場環境等要件を満
たす

キャリアパス要件Ⅰ
及び

キャリアパス要件Ⅱ

＋

職場環境等要件を満
たす

キャリアパス要件Ⅰ
又は

キャリアパス要件Ⅱ

＋

職場環境等要件を満
たす

キャリアパス要件Ⅰ
又は

キャリアパス要件Ⅱ

又は

職場環境等要件を満
たす

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件の
いずれも満たさない

加算Ⅰ
加算Ⅱ

加算Ⅲ
加算Ⅳ

加算Ⅴ

キャリアパス要件Ⅰ・・・職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
キャリアパス要件Ⅱ・・・資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
キャリアパス要件Ⅲ・・・経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み

又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

Ⅳ・Ⅴは
廃止予定



①

②

③
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次の①から③の要件をすべて満たすこと

キャリアパス要件Ⅰ

職員の職位、職責または職務内容に応じた任用
などの要件を定めている

職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系
について定めている

就業規則等に明確な根拠規定を書面で整備し、
すべての福祉・介護職員に周知している

自分の将来像をイメージすることができる



キャリアパス要件Ⅱ
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介護職員との意見交換を
踏まえた資質向上のための目標

目標実現のための
具体的な取組の内容

ア

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指
導を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う
※当該取組の内容について下記に記載すること
（ ）

イ

資格取得のための支援の実施
※当該取組の内容について下記に記載すること
（ ）



キャリアパス要件Ⅲ

ア

イ

ウ
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経験に応じた昇給する仕組み

資格等に応じて昇給する仕組み

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

※「介護福祉士」や「実務研修修了者」などの取得に応じて昇給す
る仕組みを指す。
ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図
られる仕組みであることを要する。

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
を指す。

ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを
要する。



勤続年数 月給例 昇給度合

１年目 180,000円

2年目 188,000円 8,000円

3年目 196,000円 8,000円

4年目 204,000円 8,000円

5年目 212,000円 8,000円

「要件Ⅲ」のイの参考例
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資格なしの場合

勤続年数 月給例 昇給度合

１年目 160,000円

2年目 163,000円 3,000円

3年目 166,000円 3,000円

4年目 169,000円 3,000円

5年目 172,000円 3,000円

介護福祉士の資格を取得している場合
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記載手順

① ②

④

③
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・事業所が複数ある場合は、別紙が必要です。
必要な書類が分からない場合は、障害福祉課へ、お問合せください。

手順①
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手順②

・就業規則や賃金規定を確認して、キャリアパス要件を満たしているか確認しましょう！
（今日の内容を理解して、就業規則等を整備できれば、要件ⅠとⅢは満たせるはず、、、）
・要件Ⅱは、研修計画表を提出していただいても構いません。
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手順③

・障害福祉サービス等情報公表制度を活用しましょう！



手順④
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・手順②・③を踏まえて、どの加算区分に
該当するのかを、確認しましょう！

・加算の見込額③は、報酬総単位数（見込
数）×加算率（１単位未満の端数四捨五入）
×１０円で求めましょう！

・賃金改善の見込額④が、加算の見込額
③を上回るようにしましょう！
※④≧③

・④のⅱは、加算を取得する前の賃金水準
で、現在の職員（同等の勤続年数や人数）
が働いていたら、賃金総額がいくらになるか
を考えましょう！

・賃金改善の見込額④は、⑧を基に考え
ましょう！
※④のⅰ-ⅱと一致

・賃金改善実施期間⑦は、原則、加算算定
期間②と同じにしましょう！
（基本は、４月～翌年３月）
※ただし、４月の実績を５月に請求して、６
月に報酬を受領するので、６月～翌年５月
でも可。



最後に
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キャリアパスの構築

・職員が目指すべき道標
・職員の確保・定着

処遇改善加算の取得

・給与等の処遇改善
・労働環境の改善

職員の資質向上

・研修等の自己啓発
・事業所内での技術指導


